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平成30年７月豪雨災害における災害廃棄物処理に係る広島県基本方針 

 

平成30年７月豪雨災害により発生した災害廃棄物の処理にあたり，次のとおり基本方針

を定める。 

 

１ 基本的考え方 

 次の事項に配慮しつつ，適正かつ確実な処理を実現する。 

①『安  全』・・・ 県民の衛生環境や安全の確保を最優先とする 

②『スピード』・・・ 被災地の早期の復興を目指し，迅速な災害廃棄物処理を行う 

③『経 済 性』・・・ 適正な分別により処理コスト削減を図るとともに，地元企業の

活用等により地域の経済的復興を促進する 

 

２ 対象とする廃棄物及び県内発生推計量 

 （1）処理対象廃棄物 

豪雨災害で発生した廃棄物混入土砂，流木，廃家財等，建物解体廃棄物など 

（2）県内発生推計量 

約200万トン 

 

３ 処理期間（目標） 

 （1）災害廃棄物の処理 

平成31年12月までに処理を終えることを目標とする。 

（2）仮置場からの搬出 

１次仮置場については，平成30年12月までに搬出を終えることを目標とする。 

なお，供用中の学校施設等が仮置場となっているものについては，特に優先的に搬

出を行い，早期の解消を目指す。 

 

４ 処理主体 

（1）廃棄物処理法の規定に基づき，市町が災害廃棄物の処理主体となる。 

（2）県は，市町の行う処理が円滑に進むよう，市町間，廃棄物処理業界，国など関係機

関との広域的な調整を行う。 

（3）市町が行う処理のうち，単独での実施が困難な業務については，県が地方自治法の

規定に基づき事務の委託を受け，処理を行う。 
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５ 処理方法（基本となる処理フローは別紙参照） 

（1） 総論 

○ 廃棄物処分場跡地や公共未利用地などの生活環境保全上の支障が少ない場所に２

次仮置場を確保し，１次仮置場から災害廃棄物の集積を行うとともに，処分先への搬

入に必要な選別等を行う。 

○ 処分は，各市町の一般廃棄物処理施設の利用を基本としつつ，公共関与廃棄物処

分場を最大限利用する。併せて，産業廃棄物処理施設や県内他市町で広域的に処理を

行う。 

（2）廃棄物混入土砂 

○ 災害廃棄物の大部分を占める廃棄物混入土砂については，ふるい等で土砂とがれき

類に選別し，県管理埋立地（土砂・廃棄物）等において，広域的な処理を行う。 

○ 廃棄物混入土砂についても，道路・河川等の土砂の仮置き場に搬入し，一体的に分

別を行うことで，迅速な処理を進める。 

（3）廃家財等 

○ 廃家財等については，分別して仮置場へ搬入されたものはそのままで，分別されず

に搬入された場合は，重機等で選別を行ったうえで，市町の焼却・埋立施設や産業廃

棄物処理施設において処理する。 

○ 廃家財等が混合した状態で大量発生し，衛生環境の悪化が懸念されるなど，緊急を

要する場合は，県外の産業廃棄物処理施設を活用して迅速に一括で処理する。 

○ 建設解体廃棄物については，可能な限り現場で分別解体を行い，リサイクル等を行

う。 

 

６ 処理実行計画 

県，市町はこの基本方針を踏まえ具体的な処理方法，スケジュール等を検討し，８月

末までに災害廃棄物処理実行計画を策定する。 



 

１
次
仮
置
場 

災害廃棄物の基本処理フロー（廃棄物等の数量は県全体の推計量） 

廃棄物混入
土砂 

1,836千t 

流木 
17千t 

被災現場 処分（県内） 

選別 
（ふるい等） 

２次仮置場 

埋立材 

リサイクル
（木材チップ） 

埋立処分 

リサイクル 

焼却処分 

埋立処分 

・広島港出島埋立第３工区≪県≫ 
・尾道糸崎港貝野地区≪県≫ 
・残土処分場及びその他土地造成 

【受入可能量：1,400千m3超 】 

・一般廃棄物埋立処分場≪市町≫ 
・広島港出島埋立処分場≪県≫ 
・福山港箕島地区埋立処分場≪県≫ 

【受入可能量： 1,970千m3超 】 

一般廃棄物焼却施設≪市町≫ 
【受入可能量：366千t /年】 

一般廃棄物埋立処分場≪市町≫ 
【受入可能量：1,386千t /年】 

指定引取場所 ⇒ 家電リサイクルプラント 

売却 

選別 
（重機等） 

分別搬入が可能 

リサイクル
（金属原料） 

専門業者に引き渡し適正に処理 

リサイクル
（再生砕石） 

産業廃棄物破砕施設≪民間≫ 
【受入可能量：593千t /年】 

土砂   1,539千 t 
（905千m3） 

がれき類   298千t 
（175千m3） 

その他可燃物  23千t 

不燃物  23千t 

金属類  2千t 

その他処理困難物  
（消火器など） 1千t未満 

産業廃棄物破砕施設≪民間≫ 
【受入可能量：821千t/年 】 

産業廃棄物破砕施設≪民間≫ 
【受入可能量：821千t/年 】 

リサイクル
（再生砕石） 

コンクリートがら 37千t 

別紙１ 

木くず  19千t 

廃家電  1千t未満 

流木  1千t未満 

分別搬入が可能 

廃家財等・  
建設解体 
廃棄物 

105千t 

被災現場からの 
撤去 

１次仮置場の 
設置・運営 １次仮置場の撤去 

（順次） 
２次仮置場の設置・運営 

災害廃棄物の処分 

H30.12 H31.12 H30.7 H30.8 

処分方法 



 

災害廃棄物の広域処理イメージ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241 
728 87 

11 

6 

0.1 

0.1 9 

1 
1 4 

19 

83 

2 
64 

9 0.5 

凡例 

9 

318 
65 

31 
広島市 

安芸区 

県東部被災地 

 
分別土砂 

県西部被災地 

がれき類 

がれき類 

分別土砂 

市町別災害廃棄物発生量（千 t） 

安芸郡拡大図 

65 

207 
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